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中
国
国
際
私
法
に
お
け
る

　
　
　
中
国
、
香
港
、
マ
カ
オ

は
じ
め
に

張

青
　
　
華

　
一
つ
の
国
の
内
部
に
お
い
て
全
く
異
な
る
法
制
度
を
有
す
る
地
域

間
の
低
触
が
あ
る
場
合
、
中
国
の
学
老
の
多
く
は
、
こ
れ
を
「
区
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

法
律
低
触
」
ま
た
は
「
準
国
際
私
法
」
と
呼
ん
で
い
る
。
本
稿
は
、

香
港
、
マ
カ
オ
が
そ
れ
ぞ
れ
一
九
九
七
年
お
よ
び
一
九
九
九
年
に
中

国
に
返
還
さ
れ
る
場
合
に
生
ず
る
各
法
域
間
の
法
の
低
触
、
こ
と
に

中
国
と
香
港
と
の
間
の
法
の
低
触
に
つ
い
て
素
描
を
与
え
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
。

　
「
一
つ
の
国
、
二
つ
の
制
度
」
と
い
う
郵
小
平
氏
の
提
案
し
た
方
式

に
沿
っ
た
形
で
、
一
九
八
四
年
に
中
国
と
イ
ギ
リ
ス
は
、
『
中
英
両
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
香
港
間
題
に
関
す
る
声
明
』
を
発
表
し
、
一
九
九
七
年
七
月
一
日

に
香
港
が
中
国
に
返
還
さ
れ
、
以
後
中
国
政
府
が
香
港
に
対
し
主
権

を
行
使
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
。
更
に
、
一
九
八
七
年
に
、
中
国

と
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
は
『
中
ポ
両
国
政
府
の
マ
カ
オ
問
題
に
関
す
る
連

合
駐
』
に
調
印
し
・
マ
カ
オ
に
対
す
る
中
国
政
府
の
主
権
を
一
九

九
九
年
二
一
月
三
〇
日
に
回
復
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
。
こ
う
し

て
、
香
港
と
マ
カ
オ
の
返
還
に
伴
い
、
中
国
は
次
の
よ
う
に
不
統
一

国
に
な
る
。
先
ず
、
中
英
連
合
声
明
に
よ
っ
て
、
一
九
九
七
年
七
月

一
日
か
ら
中
国
政
府
が
香
港
に
対
し
主
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
な
り
、

雷
嚢
の
第
三
条
の
麩
に
従
一
て
・
香
港
特
別
行
政
区
が
成

立
す
る
が
、
同
香
港
特
別
行
政
区
で
は
、
資
本
主
義
制
度
が
五
〇
年

問
引
き
続
き
行
な
わ
れ
る
。
ま
た
中
国
政
府
か
ら
、
独
立
し
た
行
政

権
、
立
法
権
、
司
法
権
が
付
与
さ
れ
、
香
港
の
現
行
法
律
も
基
本
的

に
は
維
持
さ
れ
る
一
『
香
港
特
別
行
政
区
基
養
』
一
；
ら
に
中
ポ

の
マ
カ
オ
間
題
に
関
す
る
連
合
声
明
に
も
こ
れ
と
類
似
し
た
規
定
が

設
け
ら
れ
て
い
る
（
『
マ
カ
オ
特
別
行
政
区
基
本
法
』
）
。
統
一
さ
れ

た
国
の
中
に
、
こ
う
し
て
三
つ
の
異
法
地
域
が
併
存
す
る
こ
と
に
な

る
。
民
事
法
律
関
係
に
つ
い
て
も
法
律
の
相
違
に
基
づ
き
、
法
の
低

触
の
発
生
は
避
け
ら
れ
な
い
。
勿
論
、
こ
れ
は
、
主
権
国
家
間
の
法

の
低
触
で
は
な
く
、
統
一
主
権
国
家
内
に
あ
る
異
法
域
間
に
お
け
る

法
の
低
触
で
あ
る
。

　
香
港
と
マ
カ
オ
が
中
国
に
返
還
さ
れ
た
後
、
中
国
大
陸
と
香
港
、

マ
カ
オ
と
の
間
の
民
事
経
済
交
流
関
係
が
次
第
に
増
え
る
に
つ
れ
て
、

香
港
・
マ
カ
オ
と
大
陸
と
の
間
の
法
律
衝
突
問
題
も
増
え
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
。
近
い
将
釆
に
お
い
て
は
、
大
陸
、
香
港
、
マ
カ
オ
地

区
に
統
一
地
に
通
用
す
る
よ
う
な
法
律
は
制
定
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う

か
ら
、
各
自
の
国
際
私
法
規
則
に
よ
っ
て
法
律
を
選
択
す
る
こ
と
が
、

大
陸
と
香
港
、
大
陸
と
マ
カ
オ
そ
し
て
香
港
・
マ
カ
オ
の
間
の
法
の
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低
触
を
解
決
す
る
た
め
の
重
要
な
手
段
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

中
国
の
準
国
際
私
法
（
区
際
私
法
）

問
題
の
特
徴

　
中
国
に
お
け
る
準
国
際
私
法
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
の
四
点
を
指

摘
で
き
よ
う
。
先
ず
、
中
国
の
準
国
際
私
法
は
、
比
較
法
的
に
見
て
、

一
国
の
地
域
間
に
お
け
る
法
の
低
触
の
多
く
は
、
連
邦
制
を
採
っ
て

い
る
国
に
発
生
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
、

旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
香
港
、
マ
カ
オ
、
台

湾
が
返
還
さ
れ
、
特
別
行
政
区
が
成
立
し
て
も
、
中
国
が
単
一
国
家

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
変
化
は
な
い
。
し
か
し
、
一
国
二
制
度
の
基

本
原
則
に
よ
り
、
中
国
の
中
央
政
府
よ
り
特
別
行
政
区
に
付
与
さ
れ

た
権
隈
は
、
連
邦
制
の
下
に
お
け
る
各
州
の
権
限
よ
り
も
犬
き
い
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
中
国
に
は
、
連
邦
裁
判
所
の
よ
う
な
も
の

が
な
い
の
で
、
区
際
間
の
法
の
低
触
は
、
不
可
避
的
と
な
ろ
う
。

　
第
二
に
、
中
国
に
お
け
る
法
域
間
の
低
触
は
、
異
な
っ
た
体
制
間

の
低
触
と
同
一
の
体
制
間
の
低
触
の
双
方
を
内
含
し
て
い
る
。
ま
ず
、

世
界
中
の
多
く
の
法
の
低
触
が
、
一
つ
の
霞
の
中
で
、
一
つ
の
体
制

の
も
と
で
の
抵
触
で
あ
る
の
に
対
し
、
中
国
内
部
で
の
そ
れ
は
、
二

つ
の
体
制
の
も
と
で
の
法
の
低
触
、
つ
ま
り
、
杜
会
主
義
法
と
資
本

主
義
法
と
の
低
触
を
含
ん
で
い
る
。

　
香
港
と
マ
カ
オ
の
間
に
も
、
法
の
低
触
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ

は
、
同
じ
杜
会
制
度
の
も
と
で
の
衝
突
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で

も
、
他
の
資
本
主
義
国
家
内
の
各
地
域
の
間
の
法
の
低
触
と
は
異
な

っ
て
い
る
。
例
え
ぱ
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
統
一
さ
れ
た
憲
法

が
あ
り
、
連
邦
法
も
少
な
く
な
い
が
、
香
港
、
マ
カ
オ
、
台
湾
の
間

で
は
、
統
一
的
に
通
用
す
る
法
律
が
な
く
、
ま
た
連
邦
裁
判
所
に
相

当
す
る
も
の
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
指
摘
す
べ
き
は
、
中
国
の
区
際
間
の
法
の
低
触
は
、
三
大

法
系
の
間
の
法
の
低
触
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
現
在
、
世
界
に

は
、
杜
会
主
義
法
系
、
大
陸
法
系
と
英
米
法
系
の
三
犬
法
系
が
あ
る

讐
ピ
幾
養
鋒
繍
パ
鮫
ゼ
n
箒
ゴ

に
国
の
中
に
、
同
時
に
、
杜
会
主
義
法
系
・
犬
陸
法
系
・
英
米
法
系

の
各
法
系
に
属
す
る
法
律
を
持
つ
国
は
、
中
国
し
か
な
い
の
で
あ
ろ

う
。
こ
の
三
大
法
系
の
い
ず
れ
の
特
性
も
、
マ
カ
オ
・
香
港
ま
た
は

犬
陸
の
法
律
の
中
に
反
映
さ
れ
て
お
り
、
中
国
に
お
け
る
法
の
低
触

の
あ
り
方
に
も
反
映
し
て
い
る
。

　
最
後
に
、
中
国
の
「
区
際
法
律
低
触
」
は
、
各
法
域
に
お
け
る
法

律
適
用
の
低
触
だ
け
で
な
く
、
国
際
条
約
適
用
の
平
面
で
も
現
わ
れ

て
い
る
と
い
う
点
も
無
視
で
き
な
い
。
世
界
の
多
く
の
不
統
一
法
国

で
は
、
中
央
政
府
が
そ
の
国
を
代
表
し
て
、
国
際
条
約
を
締
結
、
加

盟
ま
た
は
批
准
を
し
て
い
る
。
地
方
政
府
（
連
邦
制
国
家
の
構
成
国

を
含
む
）
は
外
国
と
国
際
条
約
を
締
結
す
る
権
限
を
持
っ
て
い
な
い
。

従
っ
て
、
そ
の
場
合
は
、
国
際
条
約
の
平
面
に
置
い
て
は
衝
突
が
生

じ
な
い
。
し
か
し
、
中
英
香
港
間
題
に
関
す
る
連
合
声
明
の
規
定
に

よ
れ
ぱ
、
香
港
特
別
行
政
区
が
、
「
中
国
香
港
」
名
義
で
、
経
済
・
貿
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易
金
融
・
通
信
・
運
輸
・
旅
行
・
文
化
・
体
育
な
ど
の
諸
分
野
で
、

独
立
し
て
、
外
国
、
各
地
区
お
よ
び
関
係
国
際
組
織
と
関
係
を
持
ち

ま
た
は
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
関
係
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
中
国
の
締
結
し
た
国
際
協
定
に
つ
い

て
は
、
中
央
人
民
政
府
が
香
港
特
別
行
政
区
の
意
見
を
考
慮
し
て
、

香
港
に
適
用
す
る
か
ど
う
か
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
華
人
民

共
和
国
が
参
加
し
て
お
ら
ず
、
嘉
港
で
適
用
さ
れ
て
い
る
国
際
協
定

も
引
き
続
き
香
港
で
適
用
さ
れ
る
。
中
ポ
政
府
の
マ
カ
オ
間
題
に
関

す
る
声
明
に
も
こ
れ
と
類
似
の
規
定
が
あ
る
。
現
在
、
イ
ギ
リ
ス
を

通
じ
て
、
加
盟
す
る
な
ど
し
て
香
港
で
施
行
さ
れ
て
い
る
国
際
条
約

は
四
百
以
上
も
あ
り
、
両
国
間
の
国
際
協
定
も
か
な
り
の
数
に
上
る
。

こ
れ
ら
の
多
く
に
中
国
は
い
ま
だ
加
盟
し
て
い
な
い
。
こ
う
し
て
、

香
港
関
係
事
件
に
は
、
大
陸
と
香
港
と
の
問
の
国
内
法
の
低
触
間
題

が
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
国
際
条
約
の
適
用
可
否
の
問
題
も
起
こ
り

得
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
中
国
の
区
際
法
律
低
触
問
題
は
、
他
の
国
に
見
ら

れ
な
い
問
題
を
孕
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
9
一

　
　
　
二
　
一
九
九
七
年
以
降
に
お
け
る
香
港
法
域
の
法
領
度

　
一
、
現
在
の
香
港
法
の
法
源
は
、
主
に
「
英
皇
条
項
」
（
↓
訂
軍
・

冨
；
｝
寝
冨
鼻
）
、
「
王
室
訓
令
」
（
肉
O
着
＝
易
旨
昌
ま
易
）
、
イ
ギ
リ

ス
の
香
港
に
関
す
る
特
別
立
法
、
イ
ギ
リ
ス
の
普
通
法
と
衡
平
法
、

香
港
立
法
評
議
会
の
制
定
し
た
条
例
（
9
2
畠
篶
①
）
香
港
独
立
行

政
管
理
機
構
お
よ
び
各
専
門
委
員
会
の
制
定
し
た
各
規
則
・
細
則
お

よ
び
中
国
の
伝
統
的
な
憤
習
か
ら
成
っ
て
い
る
。

　
普
通
法
と
衡
平
法
は
イ
ギ
リ
ス
の
基
本
的
な
法
律
制
度
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
関
連
規
定
に
よ
れ
ぱ
、
普
通
法
と
衡
平
法
で
香
港
の
状

況
に
適
合
す
る
も
の
は
、
香
港
で
も
す
べ
て
有
効
で
あ
る
。
具
体
的

に
は
、
一
八
四
三
年
四
月
五
日
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
の
法
律
が
、
香
港

に
特
に
適
用
で
き
な
い
も
の
の
ほ
か
は
、
全
て
香
港
で
効
力
を
持
つ
。

し
か
し
、
実
際
に
香
港
で
実
施
さ
れ
て
い
る
法
律
は
、
現
在
三
〇
ぐ

ら
い
に
と
ど
ま
る
。
一
八
四
三
年
四
月
五
日
後
の
イ
ギ
リ
ス
法
を
香

港
に
適
用
す
る
に
は
、
必
ず
次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
該
当
し
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
。
①
英
国
枢
密
院
の
命
令
が
あ
る
場
合
。
②
法
律
の

条
文
に
明
文
ま
た
は
黙
示
の
規
定
が
あ
る
場
合
。
③
そ
の
適
用
に
関

す
る
特
別
法
の
規
定
が
あ
る
場
合
で
あ
る
。

　
香
港
の
多
く
の
法
律
は
、
香
港
の
立
法
評
議
会
に
よ
っ
て
制
定
さ

れ
た
条
例
か
ら
成
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
イ
ギ
リ
ス
は
香
港
の
条

例
に
対
し
、
多
く
の
制
限
を
付
し
て
い
る
。
①
イ
ギ
リ
ス
の
『
植
民

地
の
法
律
の
効
力
に
関
す
る
条
例
』
に
よ
れ
ば
、
香
港
条
例
が
イ
ギ

リ
ス
議
会
で
香
港
の
た
め
に
制
定
さ
れ
た
法
律
と
低
触
す
る
場
合
、

当
該
香
港
条
例
は
無
効
で
あ
る
と
宣
言
さ
れ
る
。
②
香
港
で
制
定
さ

れ
た
条
例
は
、
普
通
法
上
の
一
般
原
則
を
改
正
す
る
効
力
を
持
っ
て

い
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
普
通
法
原
則
は
香
港
で
も
守
ら
れ
な
け
れ
ぱ

な
ら
な
い
。
③
香
港
立
法
評
議
会
は
香
港
に
適
用
さ
れ
る
条
例
し
か

制
定
で
き
ず
、
香
港
と
香
港
以
外
の
地
域
、
国
と
の
関
係
に
関
す
る
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条
例
、
ま
た
は
香
港
の
地
位
に
関
す
る
条
例
を
制
定
す
る
権
限
を
持

た
な
い
。
④
香
港
立
法
評
議
会
が
制
定
し
た
一
部
の
重
要
な
条
例
に

は
、
英
国
枢
密
院
ま
た
は
英
国
の
直
接
的
な
批
准
ま
た
は
許
可
が
必

要
と
さ
れ
る
。

　
香
港
で
は
、
多
く
の
付
属
立
法
も
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
立

法
部
門
が
、
行
政
部
門
な
ど
に
授
権
し
て
、
そ
れ
ら
の
部
門
に
よ
っ

て
制
定
さ
れ
た
特
殊
な
法
律
関
係
を
調
整
す
る
た
め
の
規
則
・
規

定
・
条
例
お
よ
ぴ
細
則
な
ど
で
あ
る
。
裁
判
所
は
そ
の
執
行
を
監
督

し
、
そ
の
中
の
あ
ら
ゆ
る
規
則
、
規
定
お
よ
ぴ
細
則
を
審
査
す
る
権

限
を
持
っ
て
い
る
。
裁
判
所
は
ま
た
香
港
成
文
法
お
よ
ぴ
イ
ギ
リ
ス

で
制
定
さ
れ
た
香
港
に
適
用
さ
れ
る
法
律
と
低
触
す
る
こ
と
を
理
由

に
、
そ
の
付
属
立
法
の
無
効
を
宣
告
す
る
こ
と
も
出
来
る
。

　
中
国
憤
習
法
の
香
港
で
の
適
用
が
イ
ギ
リ
ス
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ

て
い
る
が
、
そ
の
適
用
は
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
い
る
。
先
ず
、
中
国

の
慣
習
法
－
殆
ど
中
国
の
清
の
時
代
の
法
律
と
慣
習
で
あ
る
が

－
は
イ
ギ
リ
ス
法
ま
た
は
香
港
法
に
規
定
の
な
い
場
合
に
限
り
適

用
で
き
る
。
更
に
、
中
国
の
慣
習
法
は
、
イ
ギ
リ
ス
香
港
政
府
に
よ

っ
て
そ
の
適
用
範
囲
が
狭
く
制
限
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ぱ
、
香
港
の

最
近
の
法
律
規
定
に
よ
れ
ぱ
、
一
九
七
二
年
以
降
、
中
国
の
方
式
に

よ
っ
て
締
結
さ
れ
た
婚
姻
ま
た
は
中
国
の
伝
統
的
な
方
式
に
よ
っ
て

な
さ
れ
た
養
子
縁
組
は
無
効
と
さ
れ
て
い
る
。

　
二
、
中
英
政
府
の
連
合
声
明
に
よ
れ
ぱ
、
一
九
九
七
年
七
月
一
日

以
降
、
香
港
の
法
制
度
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
ま
ず
、
一
九
九
七
年
七
月
一
日
以
降
、
中
国
は
香
港
に
対
す
る
主

権
の
行
使
を
回
復
す
る
。
香
港
は
中
国
の
特
別
行
政
区
と
な
り
、
高

度
な
自
治
権
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
長
期
に
わ
た
っ
て
香
港
の
憲
法

の
よ
う
な
役
割
を
実
施
し
て
き
た
「
英
皇
条
項
」
お
よ
ぴ
「
皇
室
訓

令
」
は
自
動
的
に
そ
の
効
力
を
失
い
、
全
国
人
民
代
表
大
会
で
制
定

さ
れ
た
『
中
華
人
民
共
和
国
香
港
特
別
行
政
区
基
本
法
』
が
、
香
港

特
別
行
政
区
の
最
高
法
律
と
な
る
。
香
港
の
立
法
機
関
は
、
そ
の
地

方
の
住
民
の
選
挙
ま
た
は
協
議
に
よ
っ
て
生
れ
、
香
港
特
別
行
政
区

の
法
律
を
制
定
す
る
権
限
を
持
つ
。

　
第
二
に
、
一
九
九
七
年
以
降
、
香
港
で
は
、
呑
港
基
本
法
、
香
港

立
法
機
関
の
制
定
し
た
法
律
を
適
用
す
る
ほ
か
、
香
港
で
現
在
実
施

さ
れ
て
い
る
現
行
法
（
普
通
法
、
衡
平
法
、
条
例
、
附
属
立
法
、
慣

習
法
な
ど
を
含
む
）
は
基
本
法
と
低
触
し
な
い
限
り
、
引
き
続
き
効

■
力
を
保
持
す
る
。
香
港
の
特
別
行
政
区
裁
判
所
で
も
、
引
き
続
き
旧

来
の
香
港
裁
判
所
と
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
の
判
例
を
援
用
で
き
る
ほ

か
、
そ
の
他
の
普
通
法
適
用
地
域
の
判
例
も
援
用
で
き
る
。

　
さ
ら
に
、
一
九
九
七
年
以
降
、
香
港
特
別
行
政
区
の
司
法
制
度
は
、

基
本
的
に
は
、
現
行
の
ま
ま
維
持
さ
れ
る
。
現
行
の
裁
判
官
の
任
免

制
度
も
変
わ
ら
な
い
。
た
だ
し
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
任
免
は
、

香
港
特
別
行
政
区
の
立
法
部
門
の
許
可
を
得
て
、
全
国
人
民
代
表
大

会
常
務
委
員
会
に
届
け
ら
れ
る
。

　
お
そ
ら
く
、
司
法
制
度
の
中
で
も
っ
と
も
重
要
な
変
化
は
、
イ
ギ

リ
ス
の
終
審
裁
判
所
－
枢
密
院
司
法
委
員
会
（
旨
昌
o
邑
　
O
o
亭
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昌
葦
8
o
｛
艘
①
勺
ユ
ξ
O
昌
昌
ε
が
香
港
特
別
行
政
区
の
裁
判
所

に
よ
っ
て
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
香
港
特
別
行
政

区
基
本
法
』
九
十
二
条
に
よ
れ
ぱ
、
「
香
港
特
別
行
政
区
の
裁
判
官
お

よ
び
司
法
関
係
老
は
、
そ
の
本
人
の
法
律
お
よ
ぴ
専
門
的
才
能
に
従

っ
て
任
用
さ
れ
る
」
。

　
こ
の
よ
う
に
、
中
英
連
合
声
明
に
よ
り
、
中
国
は
一
九
九
七
年
七

月
一
目
か
ら
、
中
国
の
特
別
行
政
区
に
な
り
、
中
霞
と
い
う
統
一
国

家
の
一
地
方
政
府
と
な
る
。
し
か
し
、
一
九
九
七
年
以
降
に
お
い
て

も
、
香
港
は
引
き
続
き
現
行
の
イ
ギ
リ
ス
の
法
制
度
を
適
用
し
、
そ

の
司
法
体
系
を
維
持
す
る
。
国
際
私
法
。
の
観
点
か
ら
す
れ
ぱ
、
香
港

は
中
国
大
陸
と
全
く
異
な
る
独
立
し
た
異
法
地
域
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
大
陸
と
香
港
の
間
の
民
事
法
律
関
係
の
処
理
に
際
し
、
管
轄

権
、
法
選
択
の
問
題
の
発
生
は
避
け
ら
れ
な
い
も
の
と
な
っ
て
く
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

こ
の
た
め
、
国
際
私
法
の
適
用
は
、
不
可
欠
な
も
の
と
な
っ
て
く
る
。

三

香
港
関
連
事
件
に
関
す
る
大
陸
裁
判
所
の
裁
判
管
轄
権

　
と
準
拠
法

　
一
、
中
国
の
香
港
関
係
事
件
に
関
す
る
管
轄
権
に
つ
い
て
の
規
定

は
、
国
内
事
件
と
渉
外
事
件
の
中
間
に
あ
る
も
の
と
し
て
作
ら
れ
て

い
る
。一

一
一
・
中
国
罠
事
訴
艶
』
九
条
の
規
定
に
よ
れ
ぱ
・
重
蓋

渉
外
事
件
に
対
し
て
は
、
風
則
と
し
て
、
中
国
の
中
級
人
民
法
院
が

そ
の
管
轄
権
を
行
使
す
る
。
第
一
審
民
事
事
件
は
、
地
方
基
層
人
民

饒
に
管
轄
権
が
あ
ゑ
香
港
関
係
事
件
に
つ
い
て
は
・
各
種
の
裁

判
所
に
第
一
審
の
裁
判
所
と
し
て
の
機
能
を
与
え
て
い
る
。
例
え
ぱ
、

香
港
と
の
経
済
事
件
に
つ
い
て
、
そ
の
複
雑
性
と
特
殊
性
を
考
え
て
、

中
国
の
渉
外
民
事
事
件
に
対
す
る
管
轄
規
定
を
参
照
し
、
契
約
締
結

地
ま
た
は
履
行
地
の
中
級
人
民
法
院
が
そ
の
一
審
裁
判
所
と
な
る
。

一
般
の
民
事
事
件
は
、
国
内
に
い
る
当
事
老
の
住
所
地
ま
た
は
居
所

地
を
管
轄
す
る
基
層
人
民
法
院
が
そ
の
一
審
裁
判
所
と
な
る
。

　
（
二
）
、
中
国
の
『
民
事
訴
訟
法
』
の
規
定
お
よ
び
香
港
事
件
を
処

理
す
る
現
在
の
実
務
に
よ
れ
ぱ
、
中
国
法
院
の
香
港
関
係
事
件
に
対

す
る
具
体
的
な
管
轄
範
囲
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
①
香
港
の
住
民
ま
た
は
そ
の
香
港
に
あ
る
『
中
外
合
資
経
営
企
業

法
』
に
い
わ
ゆ
る
「
経
営
企
業
」
「
経
済
組
織
」
と
内
地
の
企
業
・
経

済
組
織
と
の
間
に
経
済
貿
易
紛
争
が
起
こ
っ
た
場
合
、
②
香
港
の
住

民
お
よ
ぴ
そ
の
香
港
に
あ
る
「
経
営
企
業
」
、
「
経
済
組
織
」
と
内
地

の
企
業
、
経
済
組
織
と
の
間
で
発
生
し
た
経
済
貿
易
紛
争
に
つ
い
て
、

当
事
老
双
方
の
書
面
に
よ
る
合
意
に
よ
っ
て
内
地
で
訴
訟
を
行
な
う

こ
と
に
な
っ
て
い
る
場
合
、
③
内
地
に
あ
る
企
業
・
経
済
組
織
の
問

の
紛
争
で
、
そ
の
紛
争
の
目
的
物
が
香
港
に
所
在
し
、
ま
た
は
そ
の

原
因
た
る
事
実
が
香
港
に
あ
る
場
合
。
④
香
港
の
住
民
ま
た
は
そ
の

香
港
に
あ
る
企
業
・
経
済
組
織
の
間
で
経
済
貿
易
紛
争
が
起
こ
り
、

そ
の
紛
争
の
目
的
物
が
香
港
に
あ
り
、
か
つ
、
内
地
の
法
院
で
訴
訟

す
る
合
意
は
な
い
が
、
紛
争
発
生
後
、
一
方
の
当
事
老
が
内
地
法
院

で
訴
え
を
提
起
し
、
相
手
方
が
、
内
地
の
法
院
で
応
訴
す
る
意
思
が
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あ
る
場
合
で
あ
る
。
ま
た
⑤
香
港
の
住
民
が
内
地
の
住
民
と
の
婚
姻
、

あ
る
い
は
香
港
の
住
民
が
当
事
老
と
な
っ
て
い
る
他
の
親
族
お
よ
ぴ

相
続
に
関
す
る
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
被
告
ま
た
は
原
告
の
い
ず
れ
か

が
中
国
内
地
に
居
住
し
ま
た
は
原
因
た
る
事
実
が
内
地
で
発
生
す
る

場
合
、
中
国
の
内
地
法
院
が
そ
の
管
轄
権
を
有
す
る
。

　
（
三
）
、
内
地
の
住
民
と
関
係
の
あ
る
民
事
事
件
に
つ
い
て
は
、
次

の
一
定
の
条
件
の
も
と
で
、
香
港
の
裁
判
所
が
そ
の
管
轄
権
を
有

（
1
3
）

す
る
。

　
①
被
告
が
香
港
に
い
る
間
に
、
裁
判
所
の
訴
状
が
香
港
に
お
い
て

被
告
に
送
達
さ
れ
る
場
合
、
②
被
告
が
香
港
裁
判
所
の
管
轄
に
従
う

意
恩
が
あ
る
場
合
、
③
被
告
は
香
港
以
外
の
地
域
に
い
る
が
、
裁
判

所
が
香
港
『
最
高
法
院
規
則
』
二
条
に
よ
り
、
被
告
に
訴
状
の
送

達
を
許
可
し
た
場
合
で
あ
る
。

　
「
対
物
訴
訟
」
に
お
い
て
は
訴
訟
の
目
的
物
が
香
港
に
あ
る
場
合
、

香
港
裁
判
所
が
管
轄
権
を
有
す
る
。
専
属
管
轄
権
は
一
般
管
轄
権
を

排
除
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
双
方
当
事
老
の
合
意
管
轄
を
も
排
除
す

る
。

　
（
四
）
、
中
国
『
民
事
訴
訟
法
』
の
規
定
お
よ
び
中
国
の
裁
判
実
務

に
よ
れ
ば
、
次
の
場
合
に
、
中
国
は
香
港
の
裁
判
所
の
香
港
関
係
事

件
の
管
轄
権
を
認
め
る
。

　
①
被
告
が
香
港
に
居
住
す
る
か
そ
の
常
居
所
が
香
港
に
あ
る
場
合
、

②
契
約
の
締
結
地
お
よ
ぴ
履
行
地
が
香
港
に
あ
る
場
合
、
③
契
約
の

締
結
地
お
よ
ぴ
履
行
地
の
い
ず
れ
か
が
香
港
に
あ
り
、
当
事
考
が
香

港
の
裁
判
所
の
管
轄
を
合
意
し
た
場
合
、
④
契
約
の
締
結
地
お
よ
び

履
行
地
の
い
ず
れ
か
が
香
港
に
あ
り
、
当
事
老
の
合
意
は
な
い
が
、

紛
争
の
目
的
物
が
香
港
に
あ
る
場
合
、
⑤
契
約
の
締
結
地
お
よ
ぴ
そ

の
履
行
地
の
い
ず
れ
も
香
港
に
は
な
い
が
、
紛
争
の
目
的
物
が
香
港

に
あ
り
、
し
か
も
香
港
の
当
事
老
の
住
所
が
不
明
な
場
合
、
⑥
不
動

産
事
件
に
つ
い
て
は
、
香
港
に
不
動
産
が
所
在
す
る
場
合
で
あ
る
。

　
（
五
）
、
香
港
関
係
事
件
に
つ
い
て
、
中
国
の
法
律
に
よ
れ
ば
、
内

地
の
裁
判
所
も
管
轄
権
を
有
す
る
。
こ
の
た
め
、
内
地
と
香
港
の
裁

判
所
と
の
間
で
、
管
轄
権
の
衝
突
が
起
き
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
衝
突
に
対
し
、
中
国
の
『
民
事
訴
訟
法
』
お
よ
ぴ
香
港
関
係
法

律
規
定
は
、
次
の
よ
う
に
管
轄
権
の
衝
突
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
。

　
①
い
ず
れ
か
に
専
属
管
轄
が
あ
る
場
合
、
専
属
管
轄
裁
判
所
の
管

轄
に
な
る
。
②
専
属
管
轄
が
な
い
場
合
、
原
告
は
被
告
の
住
所
地
の

裁
判
所
に
提
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
名
以
上
の
被
告
が
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
香
港
と
内
地
に
居
住
し
て
い
る
場
合
、
香
港
ま
た
は
内
地

の
中
の
一
つ
の
裁
判
所
で
提
訴
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
管
轄
権

は
最
初
に
訴
状
を
受
理
し
た
裁
判
所
に
あ
る
。
③
当
事
老
双
方
は
そ

の
協
議
に
よ
り
、
内
地
ま
た
は
香
港
の
い
ず
れ
か
の
裁
判
所
を
管
轄

裁
判
所
と
し
て
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
⑤
中
国
と
香
港
（
ま
た

は
香
港
特
別
行
政
区
）
が
同
一
の
国
際
条
約
の
締
結
老
ま
た
は
加
盟

国
で
あ
る
場
合
、
国
際
条
約
の
規
定
に
よ
っ
て
、
当
該
事
件
の
管
轄

権
を
決
定
す
る
。
。

　
二
、
香
港
関
連
事
件
に
関
す
る
準
拠
法
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香
港
の
法
律
と
中
国
内
地
の
法
律
が
相
当
に
異
な
る
の
で
、
同
じ

事
件
に
そ
の
い
ず
れ
の
法
律
を
適
用
す
る
か
に
よ
っ
て
、
結
果
が
か

な
り
異
な
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
法
選
択
問
題
は
、
事

件
を
処
理
す
る
際
、
非
常
に
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
に

お
い
て
は
、
「
人
事
」
関
係
、
契
約
関
係
、
物
権
関
係
の
そ
れ
ぞ
れ
の

準
拠
法
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
る
。

　
（
一
）
、
こ
こ
に
「
人
事
」
関
係
と
は
、
人
の
行
為
能
力
と
権
利
能

力
、
婚
姻
、
夫
婦
関
係
、
親
子
関
係
、
相
続
な
ど
人
の
身
分
・
能
力

と
関
係
の
あ
る
法
律
関
係
を
指
す
。
香
港
は
イ
ギ
リ
ス
と
同
じ
く
、

住
所
地
法
を
も
っ
て
属
人
法
と
な
し
て
い
る
。
．

　
中
国
は
い
く
つ
か
の
関
連
法
規
に
よ
っ
て
準
拠
法
を
決
め
る
。
中

国
の
罠
法
翫
』
八
条
と
一
四
三
条
の
規
定
に
よ
れ
ぱ
・
人
の
民

事
行
為
能
力
に
は
、
行
為
地
の
法
律
を
適
用
す
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ぱ
、

香
港
関
係
事
件
に
お
い
て
、
当
事
老
双
方
が
香
港
に
住
所
を
有
し
、

か
つ
、
行
為
地
も
香
港
に
あ
る
場
合
、
香
港
の
法
律
に
よ
る
が
、
も

し
当
事
老
一
方
が
香
港
住
民
、
相
手
方
が
中
国
内
地
の
住
民
で
あ
っ

て
、
そ
の
行
為
地
が
中
国
内
地
に
あ
る
場
合
、
中
国
の
内
地
の
規
定

が
適
用
さ
れ
る
。

　
香
港
関
係
事
件
の
中
で
、
婚
姻
事
件
の
比
率
は
高
い
の
で
、
婚
姻

事
件
に
関
し
て
は
、
い
ず
れ
の
法
律
を
適
用
す
べ
き
か
が
一
つ
の
重

要
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
低
触
法
的
に
み
て
、
中
国
内
地
の
規
定
．

と
香
港
の
規
定
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
香
港
で
は
、
婚
姻
と
離
婚
に

関
し
、
そ
れ
ぞ
れ
規
定
を
設
け
て
お
り
、
先
ず
、
婚
姻
の
成
立
に
つ

い
て
は
、
婚
姻
挙
行
地
の
法
律
に
よ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
中
国
の

『
民
法
通
則
』
の
規
定
（
一
四
七
条
）
も
そ
れ
と
同
趣
旨
で
あ
る
。
離

婚
に
関
し
て
は
、
中
国
の
低
触
規
定
に
よ
れ
ぱ
、
事
件
を
受
理
し
た

裁
判
所
所
在
地
法
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
香
港
で
は
、

離
婚
地
法
を
条
件
付
き
で
認
め
る
と
い
う
原
則
を
採
っ
て
い
る
。

　
（
二
）
、
中
国
内
地
と
香
港
地
区
と
の
渉
外
経
済
契
約
に
対
す
る
低

触
規
定
に
は
類
似
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
香
港
の
渉
外
経
済
契

約
（
そ
の
他
の
契
約
を
含
む
）
に
関
す
る
法
律
選
択
で
は
、
次
の
よ

う
な
原
則
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
当
事
考
双
方
の
合
意
し
た
準
拠
法
（
「
意
思
自
治
」
の
原

則
）
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
、
当
事
老
双
方
の
明
示
的
選
択
と
黙
示
的

選
択
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
第
二
に
、
当
事
老
双
方
が
契
約
の
中
で
明
確
に
そ
の
準
拠
法
を
定

め
な
か
っ
た
り
、
裁
判
所
も
準
拠
法
を
推
定
で
き
な
い
場
合
、
裁
判

所
は
「
最
密
接
関
連
原
則
」
に
よ
っ
て
、
契
約
と
も
っ
と
も
密
接
な

関
係
の
あ
る
国
（
ま
た
は
地
域
）
の
法
律
を
選
び
、
そ
の
契
約
の
準

拠
法
と
す
る
。

　
中
国
の
渉
外
経
済
契
約
に
対
す
る
概
念
ま
た
は
そ
の
法
律
規
則
は

香
港
の
規
定
と
近
似
し
て
い
る
。
中
国
の
『
渉
外
経
済
契
約
法
』
に

よ
れ
ば
、
渉
外
経
済
契
約
に
関
し
て
適
用
す
べ
き
法
律
の
選
択
は
①

「
意
思
自
治
」
の
原
則
に
よ
っ
て
、
当
事
老
み
ず
か
ら
選
択
し
た
法
律

を
適
用
す
る
、
②
当
事
者
に
よ
る
選
択
が
な
い
場
合
、
「
最
密
接
関
連

要
素
」
に
よ
り
、
契
約
と
も
っ
と
も
密
接
な
関
係
の
あ
る
国
の
法
律

173



（174〕一橋論叢 第108巻第1号 平成4年（1992年）7月号

を
選
択
す
る
と
い
う
原
則
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
。

　
（
三
）
、
香
港
で
は
、
動
産
、
不
動
産
と
も
に
財
産
所
在
地
法
を
準

拠
法
と
す
る
。
無
体
財
産
に
つ
い
て
は
、
香
港
は
権
利
授
与
地
法
を

適
用
し
て
い
る
。

　
中
国
の
、
『
民
法
通
則
』
一
四
九
条
は
、
不
動
産
に
つ
い
て
、
不
動

産
所
在
地
法
の
適
用
を
規
定
し
て
い
る
。
相
続
関
係
の
準
拠
法
に
つ

い
て
は
、
動
産
と
不
動
産
に
分
け
、
不
動
産
に
つ
き
不
動
産
所
在
地

法
を
、
動
産
に
つ
き
被
相
続
人
の
死
亡
時
の
住
所
地
法
を
各
々
準
拠

法
と
し
て
い
る
哀
体
財
産
に
つ
い
て
も
・
雷
の
一
特
臨
一
あ

る
い
は
一
連
の
外
国
と
の
国
際
条
約
か
ら
、
授
与
地
国
法
の
適
用
が

推
測
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
か
く
し
て
、
不
動
産
た
ま
は
無
体
財
産
に
関
す
る
法
律
選
択
に
つ

い
て
は
、
中
国
内
地
の
法
的
処
理
と
香
港
の
そ
れ
と
の
間
に
類
似
性

が
認
め
ら
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の

相
違
も
小
さ
く
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　
以
上
、
中
国
大
陸
、
香
港
を
中
心
と
し
て
、
法
体
制
の
違
い
に
よ

り
生
ず
る
法
の
抵
触
問
題
を
概
観
し
た
。
中
英
、
中
ポ
声
明
に
よ
り
、

香
港
と
マ
カ
オ
が
そ
れ
ぞ
れ
一
九
九
七
年
と
一
九
九
九
年
に
中
国
に

返
還
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
一
国
二
制
度
の
方
針
に
よ
れ
ぱ
、
香

港
と
マ
カ
オ
で
こ
れ
ま
で
行
な
わ
れ
て
き
た
資
本
主
義
的
法
制
度
は

中
国
大
陸
の
杜
会
主
義
的
法
制
度
と
は
少
な
く
と
も
五
十
年
間
の
間

で
は
併
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
法
体
制
の
違
い
に
よ
り
、
地
域

間
の
法
の
低
触
問
題
は
、
避
け
ら
れ
な
い
も
の
と
な
り
、
そ
の
解
決

方
法
も
検
討
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
く
る
。
そ
の
た
め
、
全
国
人

民
代
表
大
会
に
よ
り
、
統
一
的
な
私
法
法
典
の
制
定
が
強
く
望
ま
れ

る
。
し
か
し
、
長
い
間
の
異
法
制
度
の
突
施
に
よ
り
、
人
々
の
法
意

識
や
、
慣
習
な
ど
に
は
、
犬
き
な
相
違
が
生
じ
て
い
る
。
そ
れ
を
直

ち
に
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
法
律
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
は
非
常
に

困
難
な
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
成
文
法
の
制
定
に
は
、

か
な
り
の
年
月
が
必
要
だ
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
世
界
に
未
だ
に
前

例
の
な
い
一
国
二
制
度
に
よ
り
起
き
る
で
あ
ろ
う
法
の
低
触
を
、
そ

れ
ぞ
れ
現
存
の
低
鑑
範
に
よ
り
如
何
に
解
決
す
べ
き
か
が
、
焦
眉

の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
（
1
）
　
余
先
予
　
主
編
『
衝
突
法
』
一
九
八
九
年
第
一
版
　
二
七
六

　
　
　
頁
参
照

　
　
（
2
）
　
中
華
人
民
共
和
国
政
府
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
・
北
ア
イ
ル

　
　
　
ラ
ン
ド
連
合
王
国
政
府
の
香
港
悶
題
に
関
す
る
共
同
声
明
』

　
　
　
　
一
九
九
四
年
二
一
月
一
九
日
北
京
に
て
調
印
　
一
九
八
五
年
五

　
月
二
七
日
発
効

（
3
）
　
中
華
人
民
共
和
国
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
共
和
国
政
府
の
襖
門
（
マ

　
カ
オ
）
問
題
に
関
す
る
共
同
声
明
』
一
九
八
七
年
四
月
一
二
日
調

　
印
　
一
九
八
八
年
一
月
一
五
日
発
効

（
4
）
　
「
国
家
は
、
必
要
の
あ
る
場
合
に
は
、
特
別
行
政
区
を
設
置
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
別
行
政
区
に
お
い
て
実
施
す
る
制
度
は
、
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具
体
的
状
況
に
照
ら
し
て
、
全
国
人
民
代
表
大
会
が
法
律
で
こ
れ

　
を
定
め
る
。
L
。

（
5
）
　
『
中
華
人
民
共
和
国
香
港
特
別
行
政
区
基
本
法
』
一
九
九
〇

　
年
四
月
四
日
　
第
七
回
全
国
人
民
代
表
大
会
第
三
回
会
議
で
採
択

（
6
）
　
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
な
ど
の
場
合

（
7
）
香
港
に
関
す
る
『
中
英
共
同
声
明
』
第
（
一
〇
）
項
参
照

（
8
）
香
港
に
関
す
る
『
中
英
共
同
声
明
』
第
一
付
属
文
書
「
中
華

　
人
民
共
和
国
政
府
の
香
港
に
対
す
る
基
本
方
針
、
政
策
に
つ
い
て

　
の
具
体
的
説
明
」
一
一
項
参
照

（
9
）
参
照
妖
場
準
一
『
中
国
人
を
母
と
し
て
香
港
で
出
生
し
た

　
子
の
本
国
法
に
つ
い
て
』
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
七
三
号
一
四
〇
頁

（
1
0
）
　
参
照
　
董
立
坤
薯
『
国
際
私
法
論
』
法
律
出
版
杜
　
四
九
七

　
－
五
〇
三
頁

（
u
）
　
一
九
九
一
隼
四
月
九
日
　
第
七
期
全
国
人
民
代
表
犬
会
第
四

　
回
会
議
で
採
択
　
同
日
　
公
布
施
行

（
1
2
）
　
一
般
地
域
で
は
、
県
ク
ラ
ス
の
法
院
が
基
層
人
民
法
院
で
あ

　
り
、
犬
都
市
の
区
に
も
、
基
層
人
民
法
院
が
あ
る
。

（
1
3
）
　
参
照
　
董
立
坤
著
『
国
際
私
法
学
』
中
央
広
播
電
視
大
学
出

　
版
社
　
三
六
0
1
三
六
三
頁

（
M
）
　
一
九
八
六
年
四
月
＝
一
日
　
第
六
期
全
国
人
民
代
表
大
会
第

　
四
回
会
議
で
採
択
　
一
九
八
七
年
一
月
一
日
　
施
行

（
1
5
）
　
一
九
八
四
年
三
月
二
百
　
第
六
期
全
国
人
民
代
表
犬
会
常

　
務
委
員
会
第
四
回
会
議
で
採
択
　
一
九
八
五
年
四
月
一
日
　
施
行

（
1
6
）
　
な
お
、
犬
陸
と
台
湾
は
、
周
知
の
と
お
り
、
一
九
四
九
年
以

　
来
、
四
〇
年
近
く
も
往
来
が
な
い
状
態
が
続
い
た
。
し
か
し
、
最

　
近
に
な
っ
て
民
事
、
経
済
に
お
け
る
交
流
が
頻
繁
に
な
る
と
と
も

　
に
、
民
事
法
律
問
題
な
ど
の
一
連
の
問
題
も
次
第
に
増
加
し
て
い

　
き
、
そ
の
た
め
、
最
近
台
湾
の
「
法
務
部
」
が
『
台
湾
地
区
と
犬
陸

　
地
区
の
人
民
関
係
に
つ
い
て
の
暫
定
条
例
』
を
制
定
し
た
。

　
　
1
、
当
該
『
条
例
』
は
、
行
為
地
法
を
人
事
関
係
お
よ
ぴ
そ
の
他

　
の
法
律
行
為
を
処
理
す
る
た
め
の
基
本
的
な
準
拠
法
と
し
て
い
る
。

中
国
の
『
民
法
通
則
」
の
渉
外
民
事
関
係
の
法
律
適
用
規
則
に
よ

　
れ
ぱ
、
在
外
中
国
人
に
つ
い
て
の
行
為
能
力
、
婚
姻
準
拠
地
法

　
（
一
四
七
条
）
、
不
法
行
為
権
利
侵
害
地
法
（
一
四
六
条
一
項
前
段
）

　
な
ど
に
つ
い
て
は
、
す
ぺ
て
行
為
地
法
を
そ
の
基
本
的
な
準
拠
法

と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
の
統
一
に
よ
り
、
犬
陸
と
台
湾

　
の
間
の
一
連
の
法
律
問
題
が
解
決
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
2
、
不
動
産
に
つ
い
て
は
、
大
陸
ま
た
は
台
湾
が
、
と
も
に
不

動
産
所
在
地
法
を
適
用
し
て
い
る
。
『
暫
定
条
例
』
に
は
、
「
犬
陸

地
域
の
人
が
台
湾
地
域
で
不
動
産
を
目
的
物
と
し
て
取
得
し
た
り
、

不
動
産
に
関
す
る
権
利
を
設
定
す
る
場
合
は
、
台
湾
の
法
律
に
よ

　
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
原
則
に
よ
れ
ば
、
台
湾
の
老
が
、

中
国
内
地
で
、
不
動
産
上
の
権
利
を
取
得
ま
た
は
設
定
す
る
場
合

　
に
は
、
中
国
の
法
律
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
知
的
所
右
権
に
つ
い

　
て
、
『
暫
定
条
例
』
に
は
、
「
大
陸
の
老
が
、
台
湾
の
法
律
に
従
っ

て
、
台
湾
で
登
録
商
標
専
用
権
、
薯
作
権
、
ま
た
は
特
許
権
を
申
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請
で
き
、
か
つ
、
保
護
を
受
け
る
L
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
犬
陸

に
も
知
的
所
有
権
が
申
請
地
の
法
律
に
よ
る
と
い
う
規
定
が
あ
る
。

　
3
、
婚
姻
、
相
続
ま
た
は
養
子
縁
組
に
つ
い
て
は
、
『
暫
定
条

例
』
に
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
夫
婦
の
一
方
が
犬
陸
に
い
て
、
音
信
が
な
い
場
合
、
一
方
ま
た

は
双
方
が
す
で
に
重
婚
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
の
判
決

ま
た
は
確
認
を
経
て
、
前
婚
を
取
消
ま
た
は
無
効
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
犬
陸
の
人
は
台
湾
人
の
遣
産
を
相
続
す
る
権
利
を
有
す
る
。
た

だ
し
、
そ
の
相
続
人
が
、
被
相
続
人
の
配
偶
老
、
直
系
親
族
、
卑
属

ま
た
は
父
母
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
台
湾
人
は
大
陸
の
老
と
養

子
縁
組
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
養
親
と
な
る
人
が
、
子
ま
た
は
養

子
を
持
っ
て
い
る
場
合
、
ま
た
は
同
時
に
二
名
以
上
の
老
と
養
子

縁
組
を
す
る
場
合
、
中
国
大
陸
の
子
を
養
子
に
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

　
4
、
『
暫
定
条
例
』
に
よ
れ
ぱ
、
大
陸
の
法
人
ま
た
は
団
体
は
、

台
湾
の
関
係
部
門
の
許
可
を
得
て
、
台
湾
で
、
台
湾
地
区
の
法
令

に
従
っ
て
法
律
行
為
を
為
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
5
、
『
暫
定
条
例
』
に
よ
れ
ぱ
、
中
国
大
陸
で
作
成
さ
れ
た
公
正

証
脅
、
伸
裁
判
断
お
よ
び
裁
判
所
の
判
決
の
効
力
は
台
湾
に
お
い

て
承
認
さ
れ
、
そ
の
執
行
も
保
障
さ
れ
る
。
犬
陸
で
作
成
さ
れ
た

書
類
が
、
台
湾
当
局
の
指
定
し
た
民
間
団
体
ま
た
は
部
門
に
よ
っ

て
証
明
さ
れ
た
場
合
、
真
正
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
犬
陸
の
仲

裁
判
断
も
、
承
認
裁
判
所
に
承
認
さ
れ
た
後
、
確
定
判
決
と
同
一

的
効
力
を
持
つ
。
大
陸
の
民
事
確
定
判
決
に
つ
い
て
は
、
伸
裁
判

決
と
同
じ
く
承
認
裁
判
の
承
認
を
経
て
効
力
を
生
じ
、
そ
の
強
制

執
行
も
保
障
さ
れ
る
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
犬
学
大
掌
院
博
±
課
程
）
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